
第６ 産業廃棄物 

１ 産業廃棄物 

ア 発生状況と処理状況 

「産業廃棄物」は大企業や大規模工場だけでなく、身近な様々な事業所からも排出され、種類が多

く、処理方法も多様です。 

平成 14年度の横浜市における産業廃棄物発生量は、約 1,116 万トン（前年度比 7.4％増加）です。

中間処理等による減量化量は約715万トン、再生利用量は約288万トン、埋立や海洋投入により最終

処分される量は約114万トンとなっています。 

 
イ 産業廃棄物処理施設の設置状況 

表 1-8-1 産業廃棄物の発生量と処理状況の変化 

（単位：千 t／年） 

 9 年度 10 年度 11 年度 12 年度 13 年度 14 年度

発生量 9,591 9,789 10,011 10,158 11,162

減量化量 5,482 5,682 5,835 6,228 6,743 7,145

再生利用量 2,196 2,178 2,203 2,285 2,730 2,875

市外で焼却、脱水等（中間処理）した量 797 905 981 619 - 467

最終処分（埋立、海洋投入）が必要な量 1,116 1,024 992 1,026 1,372 1,142

＊13 年度から、減量化量・再生利用量・最終処分量は市外での中間処理分を含めて推計しています。 

 

10,845 

 平成 15年 3月末現在の横浜市内の処理施設数は、許可対象外施設（「法定外施設」といい設置許可の

必要のない小規模なもの）を含めると352施設で、能力としては46,612 トン／日となりました。 

 
ウ 産業廃棄物の処分状況 

 最終処分の方法としては、埋め立て処分と海洋投入処分の2つの方法があります。 

 平成 16年度に市内で埋め立て処分された量は、約62,200 トンでした。内訳は、自己処分約15,800

トン、処分業者による処分約11,400 トン、市による処分約35,000 トンとなっています。 

 一方、海洋投入処分された量は、約995,000 トンで、全て市内で発生した赤土及び建設汚泥（非水   

溶性無機性汚泥）です。 

 市内で稼働中の産業廃棄物最終処分場は、民間施設が9施設（事業者6施設、処理業者3施設）、公共

関与による施設が1施設あります。平成14年度末現在、民間処理業者の最終処分場については残容量が

少なくなっており、かなり逼迫している状況になっています。 

また、海洋投入処分を禁止するロンドン条約の批准等、環境保全のための法規制も厳しくなっていま

す。 
 

＊ロ ン ド ン 条 約 

 「廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約」（ロンドン条約）は，国際的に海洋投棄に関する規

制を取り決め，陸上発生廃棄物の投棄による海洋汚染の防止を目的として，1972年（昭和４７年）に採択され,1975

年（昭和５０年）に発効。日本は1980年（昭和５５年）に批准。 
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２ 産業廃棄物の発生抑制、資源化、減量化、適正処理の推進 

 

横浜市 

環境目標 
適正処理が確保され、資源化、減量化の促進により処分量が極力抑制されている。 

 

目標達成の 

ための指標 

 最終的に処分される量を、現状（平成 13 年度推計値）の処理体制の維持を前提とし

て予測した平成17年度における143万トンに対し、その25%を削減した107万トンとす

る。 

 

指標の達成状況（平成 14年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
単位：千 t／年  

※ フロー中の％は、発生量に対する割合 

処理後最終処分量

549 

（4.9%） 

中間処理量 

8,424 

（75.7%） 

直接再生利用量

2,145 

（19.2%） 

発生量 

 

11,162 

埋  立 189 

海洋投入 953 

減量化量 

7,145 

（64.0%） 

再生利用量 

2,875 

（25.8%） 処理後再生利用量

730 

（6.5%） 

埋  立 94 

海洋投入 499 

 

直接最終処分量

593 

（5.3%） 

 

最終処分量 

1,142 

（10.2%） 
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３ 第４次横浜市産業廃棄物処理指導計画 

 横浜市では産業廃棄物を適正に処理するため、昭和60年度から 5年ごとに「横浜市産業廃棄物処

理指導計画」を策定しています。現在は平成12年度に策定した「第4次計画」（平成13～17年度）に

基づいて事業者等の指導を行っています。 

 「大量生産、大量消費、大量廃棄型社会から資源循環型社会への転換」「環境に負荷の少ない廃棄物

処理の推進」「安全で安心できる廃棄物処理施設の整備」を基本方針とし、目標の到達点及び数値目標

を具体的に定めています。 

 また、平成17年度は、次期処理指導計画（平成18～22年度）を策定します。 

 

目標１ 発生抑制、再生利用、減量化の推進の数値   （単位：千 t/年） 
平成13年度 平成 17年度 

 
推計値 推計値 目標値 

発生量 10,027( 100.0%) 10,498 10,292(100.0%) 

再生利用量 1,721(*17.2％) 1,875 1,887(*18.3%) 

減量化量 6,950( 69.3％) 7,194 7,335(*71.3%) 

最終処分量 1,356(*13.5％) 1,430 1,070(*10.4%) 

注１:推計値は現状で推移した場合の予測値 
注２:＊印は発生量に対する割合 

 

４ 不適正処理の監視・指導 

   平成１７年４月１日から、不適正処理に対して迅速な対応を図るため、各区の収集事務所に産業廃

棄物の相談窓口を開設しました。また、産業廃棄物対策課に県警ＯＢを中心とした専従機動班を設置

し、事務所と連携しながら、違法事案に対し厳正な措置を講じていくなど産業廃棄物の適正処理監視・

指導の強化を図っています。 

 

５ 排出事業者指導 

   市内に約 12万ある事業所の中から、特に重点的に指導する事業所を定め、計画的に立入指導を行っ

ています。対象となるのは、有害な物質を含む汚泥・燃え殻等の廃棄物を排出する可能性のある事業

所や、感染性廃棄物・アスベスト等特殊な廃棄物を発生する事業所などであり、立入指導対象事業所

の数は、約15,000 です。これらの事業所を中心に立入指導を行って廃棄物の発生状況や処理・処分状

況を指導監視しています。また、汚泥・燃え殻等については抜取調査を行い、処分基準を超えていな

いかどうかを確認しています。平成16年度の事業所立入件数は705件で、分析調査は62（延べ 110）

検体行いました。 

 また、「横浜市廃棄物等の減量化、資源化及び適正処理等に関する規則」に基づいて、毎年１回産業

廃棄物又は特別管理産業廃棄物を排出している約6,500 事業所を対象に、処理・処分に関する報告書

を徴収しています。徴収した報告書は、事業所を指導するための資料として活用するとともに、産業

廃棄物の発生量・処分量の把握や将来推計等に使用しています。 
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６ 処理業者指導 

 産業廃棄物処理業は「産業廃棄物」の収集運搬業と処分業、「特別管理産業廃棄物」の収集運搬業と

処分業の４種類の許可区分に分類されます。（処分業とは、焼却・破砕などの中間処理、埋め立て、海

洋投入です。） 

 

（１）許可件数の推移                      (単位：件)                 

 平成14年度 平成 15年度 平成 16年度 

新 規 504 (30) 568 (50) 581  (46)

変 更 126 (15) 134 (18) 148  (19)

更 新 450  (21) 584 (68) 867  (50)

合  計 1,080  (61) 1,286 (136) 1,596 (115)

     ( )は内数＝特別管理産業廃棄物処理業 
許可件数は許可内容（業の種類）ごとに集計 

 
（２）産業廃棄物処理業許可業者数 

年 度 

許可内容 
平成14年度 平成 15年度 平成 16年度 

収 集 運 搬 4,687 4,922 5,111 

収 集 運 搬 
中 間 処 理 89 92 105 

中 間 処 理 19 19 19 

収 集 運 搬 
最 終 処 分 1 2 2 

最 終 処 分 1 1 1 

合 計 4,797 5,036 5,238 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）実績の報告 

業者から実績報告書の提出を求め，廃棄物の処理量等処理実績の把握を行っています。 
 

（４）立入指導 

   産業廃棄物の適正処理推進のため、処理業者に対して定期的に現地審査や立入指導を行っています。 
 

７ 最終処分指導 

 市内で埋立処分、海洋投入処分される汚泥、燃え殻、鉱さい、ばいじん等の環境に与える負荷の高

い廃棄物については、排出事業者が事前に提出する分析報告書により基準を満たしていることの確認

をしてから最終処分を認めることとしています。 

 最終処分場に対しては、「法」等に基づく処分基準、承認制度、処理伝票や帳票類の整理等の遵守状

況の把握、廃棄物の抜取検査、排水処理の維持管理等の指導監督を目的に立入調査を行っています。 

 また、埋立終了後の処分場についても、排水処理施設の維持管理や跡地整備に関する指導のため、

立入検査を実施しています。 
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８ 公共関与による処理処分施設 

 横浜市では公共事業の円滑な推進や市内中小企業等から排出される産業廃棄物の適正処理を補完す

るため、平成5年から南本牧廃棄物最終処分場において、産業廃棄物の受入れを行っています。 

また、将来の廃棄物最終処分先を確保するため、南本牧埋立地において、新たな処分場の設置につ

いて調査を進めていきます。 

 さらに、産業廃棄物のリサイクルを推進し最終処分量の減量化を図るため、神奈川県・川崎市とと

もに川崎市川崎区千鳥町に中間処理リサイクル施設を設置し、平成13年 6月から受け入れを行ってい

ます。 

 

９ 特定廃棄物処分場跡地利用 

 産業廃棄物処分場跡地も様々なかたちで開発や土地利用の対象になっています。過去の土地に関す

る情報把握が不十分な状況で開発等が行われると、掘削工事段階で産業廃棄物処分場跡地であったこ

とが判明した場合など、トラブルの原因となっています。 

 そこで、平成15年度施行の「横浜市生活環境の保全等に関する条例」では、特定廃棄物処分場設置

者による処分場に関する記録の作成と、当該処分場跡地を利用する者による届出等について義務付け

を行いました。 

 また、条例施行前の平成6年 10月から既に「横浜市廃棄物埋立跡地利用に係る指導要綱」を施行し

ており、これに基づく跡地利用指導も行ってきました。この要綱では、条例対象外の処分場（法規制

対象外の処分場）も対象としており、着工前の事前調査や対策計画の事前承認等を義務付けています。 

 平成 16年度は、条例の届出対象となる跡地利用はありませんでしたが、要綱に基づく跡地利用指導

は9件ありました。 

 

10 建設リサイクル法に係る事務 

   解体工事や建設工事において発生する廃棄物の現場内での分別や、資源のリサイクル及び適正処分

を促進するため「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（以下「建設リサイクル法」といい

ます。）が平成12年 5月 31日に公布され、平成14年 5月 30日に本格施行となりました。 

   届出等の件数 

 平成14年度 平成 15年度 平成 16年度 

届   出           3,531 5,938 6,268 

通   知 1,320             1,740             1,693 

 計 4,851             7,678             7,961 

 現地指導調査                87              516               318 
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11 自動車リサイクル法に係る事務 

   使用済自動車のリサイクルや適正処理を図るため、「使用済自動車の再資源化等に関する法律」（以

下「自動車リサイクル法」という。）が施行され、平成１６年７月１日から使用済自動車の解体業や破

砕業に対する許可制度が実施されました。 
更に、平成１７年１月１日から使用済自動車の引取業の登録制やリサイクル料金の預託制度など自

動車リサイクル法が本格施行されました。 
 
登録・許可業者数（平成１７年３月末現在） 

登 録 業 者 許 可 業 者 

引  取  業  ９６１ 解  体  業   ５６ 

フロン類回収業  １５２ 破  砕  業    １２ 
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